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要請（その３）兼お問い合わせ（その４） 

 

 当団体において、貴社が運営されているプロバイダサービス「ｉＳｍａｒｔ

接続－Ｆひかり」について検討し、２０１６年１月２７日付「再要請兼再々お

問い合わせ」を送付したところ、貴社より２０１６年２月２２日付「再要請兼

再々お問い合わせに対する回答書」をいただきました。 

これを受けまして、当団体において、上記「再要請兼再々お問い合わせに対

する回答書」の内容を精査しました。 

 

「再要請」に対するご回答のうち、「利用規約」については、２０１５年８

月３日をもって、「ｆｉｔコール インターネット接続サービス利用規約」が

改訂されていることを確認いたしました。また、ｗｅｂ上の「ｉＳｍａｒｔ接

続－Ｆひかり」説明ページの「注意事項」にも、初期契約解除期間を定めてい

る旨が記載されていることを確認いたしました。 

一方、同じく「再要請」の「消費者が、契約内容を正確に確認したうえで契

約締結しようとしていることを書面にて確認できる手続を、新たに加えること」

については、ご回答内容に不明な点があります。あわせて、「再々お問い合わ

せ」へのご回答内容についても、ご確認したい点があるため、改めて下記のと

おり「要請（その３）兼お問い合わせ（その４）（以下本「要請兼お問い合わ

せ」といいます。）」を行います。 

なお、本「要請」は、消費者契約法第１２条に基づくものではなく、消費者

団体としての任意の要請ですので、念のため申し添えます。 



つきましては、貴社におかれまして、本「要請兼お問い合わせ」に対するご

回答を、２０１６年６月３日までに、書面にて当団体事務局まで送付いただき

ますようお願いいたします。貴社の誠実、真摯な対応を期待します。 

なお、既に当団体から貴社にご連絡しておりますとおり、本「要請兼お問い

合わせ」は公開の方式で行わせていただきます。したがって、本「要請兼お問

い合わせ」の内容、及びそれに対する貴社のご回答の有無とその内容等を当団

体ホームページ等で公表いたしますので、その旨ご承知おきください。 

 

記 

 

要請 

 

１．要請の趣旨 

２０１６年２月２２日付「再要請兼再々お問い合わせに対する回答書」で

は、当団体が要請した「貴社が消費者に対して『登録通知書』と『重要事項

説明書』を送付する前に、『契約確認書（仮称）』なる書面を消費者に送付

し、これから締結しようとする契約内容を消費者自身が正確に確認できる手

続を、新たに加えること」について、「事業運用の効率性を損ない、ひいて

はその効率性から生じ還元される利用者利益を損なうものと判断し、代替の

対策を採ることといたしました。」とのご回答でした。 

この文面だけからは、「代替の対策」の内容が不明ですので、貴社が採ら

れている「代替の対策」は、例えばどういう立場の人がどういう書面を用い

て行うのか、具体的に教えてください。書面があればご提供ください。 

 

２．要請の理由 

２０１６年１月２７日付「再要請兼再々お問い合わせ」でも指摘させてい

ただいたように、現在のところ、貴社もしくは貴社代理店は、主に電話にて

消費者の契約締結及び契約内容について意思確認をされていると思われま

すが、依然として消費者から、「契約意思がないのに登録通知書が送付され

てきた」「契約していない内容である」といった共通した相談が数多く寄せ

られている現状に鑑みますと、現在の貴社もしくは貴社代理店の消費者に対

する契約締結の有無や契約内容についての意思確認の方法に問題があると

いわざるを得ません。 

   そのため、当団体が要請した「貴社が消費者に対して『登録通知書』と

『重要事項説明書』を送付する前に、『契約確認書（仮称）』なる書面を

消費者に送付し、これから締結しようとする契約内容を消費者自身が正確

に確認できる手続を、新たに加えること」に対する貴社の「代替の対策」



が、本当に実効性のある対策であることが極めて重要であると考えられる

ことから、その具体的内容を明らかにするよう求めるものです。 

なお、貴社もしくは貴社の代理店と消費者との契約についての相談内容に

ついては、消費者の誤認が、貴社の不実告知や不利益事実の不告知に起因す

ることも疑われるところであり、もしそのような事実が確認された場合は、

消費者契約法１２条に基づく差止請求を行う可能性もあることを重ねて申

し添えます。 

 

 

お問い合わせ 

 

１． ２０１６年２月２２日付「再要請兼再々お問い合わせに対する回答書」で

は、「弊社集計の消費者センターへの相談件数は下表のとおり減少のトレ

ンドを示しており」とありますが、当団体が入手したデータによれば、２

０１５年に、全国の消費生活センターに寄せられた貴社とのプロバイダサ

ービス契約に関する消費者からの１ヶ月あたりの相談件数は、むしろ「増

加」傾向にあると理解しています。 

この点、貴社が「減少のトレンド」の根拠としている「表」には、相談件

数に相当する「縦軸」の「目盛」が記載されておりません。「縦軸」の「目

盛」を記載した「表」を、改めてご提示ください。 

また、「消費者センター相談案件（数）」は、どこから入手した数値なの

か、どういった内容の数値なのかを具体的にご説明ください。 

 

２． 同じく上記「再要請兼再々お問い合わせに対する回答書」では、「貴社

と消費者とのプロバイダサービス契約に関する相談件数を減少させるた

め」の「今後実施予定の対策」として、「本年５月に施行される、消費者

保護を大幅に強化した改正電気通信事業法および施行規則とガイドライン

を遵守した事業運営を行うべく、『コンプライアンスに関するガイドライ

ン』も大幅改訂し」とされています。 

ご存じの通り、すでに総務省の「電気通信事業法の消費者保護ルールに関

するガイドライン」が公表されているところですので、貴社において大幅改

訂された「コンプライアンスに関するガイドライン」をご提示ください。                               

 

以上 


